提案書作成要領別紙６

１　名称
「令和８年度　学習・登校サポート事業」業務委託
２　提案書の様式
提案書の章立ては、「３　提案書の項目」と同一とし、用紙はＡ４サイズを使用して作成すること。なお、提案書の総ページ数（サンプル等の参考資料含む）は20ページ以内とすること。20ページを超えた場合は、内容評価点の減点の対象となる若しくは評価しないことがあるので十分注意すること。（※ただし、表紙及び見積書は、20ページに含まない。）
また作成部数は８部とし、１部は表紙に提案者名を入れ、７部は表紙・内容とも提案者名なしで作成すること。
３　提案書の項目
本業務に係る提案書は、「別紙１_業務委託仕様書」や募集要項に記載している審査基準の内容を踏まえて、（審査基準 ア）「子どもの生活に関する実態調査」等を分析のうえ、次の項目を記載・提案すること。
（１） 趣旨・目的について（審査基準 イ） 
・本業務に対する考え方、方針、目的等を具体的に記載すること。 
（２） 提案内容について（審査基準 ウ）
・提案者が有する本業務にかかる専門的な知識を記載すること。
・業務委託仕様書に記載された事業目的、基本条件・事業の実施方針を踏まえた具体的な
実施方法（大正区の児童・生徒の置かれている状況や家庭環境を含む世帯全体の実情に
応じた児童・生徒・家庭への支援方法、対象家庭との面談方法や働きかけ、支援終了の基
準等）、従事者への研修方法等を記載すること。
・業務委託仕様書において、本市が主催する「こどもサポートネット」の会議へ参画することとしているが、会議、関係機関等との連携方法等について記載すること。
・本業務実施に際して確立すべき人員配置（コーディネーター等の人材確保を含む）、管理責任体制、連絡体制及び当該体制における提案者と本市との役割分担を記載すること。 
・業務委託仕様書に記載された業務を達成するための実施計画を記載すること。計画には本業務にかかる従事者への研修等、業務ごとに明確に記載すること。
・効果検証方法について記載すること。
・また、本業務委託を実施するうえで、独自の提案（提案のセールスポイント）について記載すること。
（３） 危機管理体制について（審査基準 エ）
・災害、事故等の緊急事態を想定した危機管理体制について記載すること。
・昼間、夜間、各児童・生徒等への対応時等について記載すること。
（４） 類似事業の豊富さ及び運営基盤について（審査基準 オ）
・業務責任者や業務従事者の経験・業務実績（実績については過去５年以内の実績が望ましい。）について詳しく記載すること。
・国、都道府県、政令指定都市、中核市、特別区における類似業務の実績を記載すること。
（５）見積書について（審査基準 カ）
・提案書に記載した業務実施に係る見積額（消費税等を含む）を実績分、基本分に分けて記載し、提案者の見積書の様式にて提出すること。なお、出来る限り、内訳等詳細に記載されていることが望ましい。
